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基監発0217第 2号

基安安発0217第3号l

基安労発0217第 1号

平成26年 2月17日

都道府県労働局長殿

厚生労働省労働基準局

監 督 課 長

安全衛生部安全課長

労働衛生課長

(契印省略)

関係、通達の整備について

今般、平成26年 2月17日付け基発0217第6号「今後における一般労働条件の確保・

改善対策の推進に関する基本方針について」が通知されたことに伴い、別添のとおり

関係通達を整備することとしたので、了知の上、取扱いに遺憾なきを期されたい。



別添

1 平成23年 3月11日付け基監発0311第l号「労働条件集合監督の実施に当たって留意すべき事項についてJ新旧対照表

改正後 | 現行

1 基本的な考え方

理の能力が十分ではなく、主盛型

年 2月 17日付け基発 0217第6号「今後における一般労働条件

確保・改善対策の推進に関する基本方針についてJ(以下 r6

盟匙という。)の記の蓋辺五旦の重点事項に定める.

的な労働条件の枠組みの

確立に問題が認められる状況にあるが、

(略)

2 監督指導の重点事項及び重点対象等

(1) 監督指導の重点事項

本監督は、集合最督方式によることから、

1 基本的な考え方

の能力が十分ではなく、主盛11

年 2月 17日付け基発第 70号「今後における一般労働条件確

保・改善対策の推進に関する基本方針についてJ(以下よ旦圭

通達ムという。)の記の童辺五立の重点事項に定める..  

的な労働条件の枠組みの確

立に問題が認められる状況にあるが、

(略)

2 監督指導の重点事項及び重点対象等

(1) 監督指導の重点事項

木監督は、集合監督方式によることから、



改正後

(2) (略)

3 具体的な方法

(1) (略)

(2) 措置要領等

(略)

ワ(略)

(2) (略)

3 具体的な方法

(1) (略)

(2) 措置要領等

ア(略)

ワ(略)

現行
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2 平成25年 5月17日付け基監発0517第 1号・基安安発0517第2号・基安労発0517第 1号

「原子力施設に対する監督指導等に当たって留意すべき事項について」新旧対照表

改正後 | 現行

1及び2 (略)

3 監督指導等の重点事項

(略)

(1)ないし(3) (略)

(4)一般労働条件の確保・改善

4ないし 6 (略)

1及び2 (略)

3 監督指導等の重点事項

(略)

(1)ないし (3) (略)

(4)一般労働条件の確保・改善

4ないし 6 (略)


